
＜夏季一時金闘争＞団体交渉における都側最終回答 

条例どおり 夏季一時金２.３２５月分 

６月２８日に支給で妥結 
 

夏季一時金および支給対象・割合・加算制度、夏季休暇等について、衛生局支部は要求実現

をめざし都労連に結集して闘いました。残念ながら条例・規則どおりの一時金支給で妥結しま

したが「数は力」組合が大きくなればなるほど、要求実現の力は強くなります。 

不満な妥結結果でしたが今後も大きな運動で交渉していきましょう！！ 
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① 期末・勤勉手当 

現行の条例規則どおり、期末手当１.２月分、勤勉手当１．１２５月分 合計２．３２５月分 

（定年前再任用短時間職員、期末０.６７５月分、勤勉０．５５月分 合計１．２２５月分） 

６月２８日支給 

② 一時金関連 

一時金の支給対象・割合・加算制度について現行どおり 

③ 夏季休暇 

夏季休暇日数については現行どおり（５日）、取得期間は７月から９月まで 
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① 期末・勤勉手当 

職場組合員の切実な要求として、夏季一時金２.７月分を都側に粘り強く求めましたが、

都側の回答は、現下の厳しい状況を十分考慮し、慎重な検討を重ねた上で判断したとして、

昨年の確定交渉結果を反映した現行の条例・規則どおりの支給となり、夏季一時金の支給月

数増を実現することができませんでした。ひき続き改善を要求していきます。 

② 一時金「支給対象・割合・加算制度」関連 

育児・介護等の事情を抱える職員の生活を収入面から支えるため求めた、期末・勤勉手当

ての在職期間の除算期間制度の改善など、一時金の支給対象・割合・加算制度いずれの要求

事項に対しても、都労連要求に応えず、現行どおりとする回答となりました。 

③ 夏季休暇 

都側の回答は、本則どおり夏季休暇日数５日間、取得期間は７月から９月までの回答とな

りました。（但し、交代制勤務職場等職員は 6 月から 10 月） 

都労連は夏季休暇の取得状況の集計が出次第、労使で協議しひき続き改善を要求します。 
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※前回の発行号数が誤っていました。お詫びして訂正いたします。正しくは 4号でした。 



 

 

 

組合員のみなさんへ 

支部長の横坂です。 

遅くなりましたが、5 月 1 日に行われましたメーデーの報告と夏季一時金闘争妥結結果報告をさ

せていただきました。夏季一時金闘争は条例通りとなりましたが、これから秋・冬と賃金確定闘争が

行われます。物価がどんどん上がっていくなか、賃上げは全組合員の切実な要求です。 

現在、東京人事委員会勧告に向けた署名をお願いしています。 

みなさん署名をして意思表示をしましょう！ 

賃金を上げろ！ 

平和を守れ！ 

第９５回メーデー開催 
２０２４・５・１ 

労働者が権利を訴えた記念日として、毎年

実施されるメーデーが開催され、代々木公園

には１２，０００人が参加、三多摩メーデー

の井の頭公園には１，３００人が参加で、雨

のなか開催されました。 

「軍拡・増税 NO」「最賃 UP」「賃金・人

員増‼」「ジェンダー平等」「変えるのは私た

ち‼」のステッカーをもち、アピールしなが

ら吉祥寺の街をデモしました。 

衛生局支部からは OB・OG 含め２２名が

参加しました。 

その後、意見交換会を実施し、各々の自己

紹介と職場状況の報告や新人組合員に迎え入

れるためには等の意見交流し、団結を図るこ

とができました。 

 

 

雨の中、代々木公園には１万２０００人が参加しま

した。 

午後から始まった三多摩メーデーは井の頭公園にて

開始から終了まで強い雨の中開催されました。５０年

以上参加しているが、ずっと雨というメーデーは初め

てだという声が多く聞かれました。「軍拡・増税 NO」

「最賃 UP」「人員増‼」「ジェンダー平等」「変えるのは

私たち‼」などのステッカーシールを用意し、びしょ

濡れになりながらもデモ行進に最後まで参加しまし

た。全体で１３００人の参加でした。衛生局支部から

は OB・OG 含め２２名参加しました。 

 今回は、個々の職場の状況や新人を組合員に迎え入

れるための訴えをどうしたらよいか、組合に入るメリ

ットは何かなど相談する機会でもありました。今後、

新人歓迎会など予定しているので交流を図りましょ

うと職場代表との団結も図りました。 

 

第 10回憲法大集会２０２４．５．３ 

  

 

憲法を生かし、平和・いのち・くらし・人権

を守ろうと集会・デモが行われました。 

有明防災公園に３万２０００人が参加。青空

のもと「武力で平和はつくれない」「とりもどそ

う憲法生かす政治を」とプラカードを上げてア

ピールしました。 

衛生局支部からは３名の方が参加しました。

ラップ調のシュプレヒコールで 

「憲法改悪反対」「万博ではなく被災地支援」

「軍拡ではなく被災地支援」「辺野古新基地建設

半対」「辺野古の海を土砂で埋めるな」「ジェン

ダー平等実現しよう」「武力で平和はつくれな

い」と豊洲まで行進しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合に加入し「賃金アップ・人員増・労働環境の改善」をしましょう！ 

衛生局支部ホームページへ 

ぜひ、いらしてください！ 
 

 （支部宛のメールフォームもあります） 

 


